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トータルコストの表記について 
   トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あ 
 くまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致し 
 ていません。 
 

 





令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 

 

４款 衛生費 

２項 環境衛生費                    くらしの安心推進課（内線：７２８４） 

３目 環境衛生連絡調整費                         （単位：千円） 

事 業 名 補正前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）警戒事態緊急対策事業 0 8,000 8,000 8,000    
 
 

トータルコスト 0 8,792 8,792 
（補正に係る主な業務内容） 
 感染防止対策徹底のための広報 

従事する職員数 0.0 人 0.1 人 0.1 人 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明         【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 

部活動におけるクラスター発生等を踏まえ、学校教育やスポーツ、地域活動等における感染防止対

策を徹底するための広報等を実施し、県民の感染防止対策の意識を高める。 

 

２ 主な事業内容 

                              （単位：千円） 

事業名 内    容 予算額 

警戒事態緊急対策

事業 

〇感染防止対策徹底に係る広報を委託し実施する。 

 ・学校教育、スポーツ、地域活動等における対策徹底に係る広報 

（リーフレット作成、研修会開催等） 

・県民向けの情報発信（テレビＣＭ、新聞広告等） 

8,000 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 
 
４款 衛生費 
３項 保健所費                          福祉保健課（内線：７１４２） 
１目 保健所費                                （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 財 源 内 訳             
備考 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

保健所機能等体
制強化事業 

 
74,199 

 

 
10,000 

 

 
84,199 

 
10,000 

 
 

  
 

トータルコスト 74,991 10,792 85,783 （補正に係る主な業務内容） 
新型コロナウイルスに係る保健所即応体制の整備 従事する職員数 0.1人 0.1人 0.2人 

工程表の政策内容 － 
事業内容の説明              

  

１ 事業の目的、概要 

  新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大の局面を見据え、潜在保健師の活用等により積極的疫学 

調査や相談業務等を担う保健師等を増員するとともに、外部委託による相談体制を拡充し、保健所の体 

制整備の充実を図る。 

 

２ 主な事業内容 

（単位：千円） 

細事業名 内容 予算額 

保健所の体

制強化 

（１）積極的疫学調査等の対応の充実 

   ＯＢ・ＯＧ保健師等の潜在保健師を雇用して、各保健所に配置し、

積極的疫学調査を行うほか、心身の変調が生じる住民の精神保健上の

支援（心のケア）の充実を図る。 

（２）接触者等相談センターでの相談対応の充実 

各保健所の接触者等相談センターにおいて電話対応業務の外部委

託を拡充するとともに、潜在保健師を雇用して、県民からの相談体制

を強化する。 

   

10,000 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ・新型コロナウイルス感染症に迅速・的確に対応するため、嘱託医、保健師、看護師等を雇用するととも

に、関係機関に必要な委託等を行うなど、保健所の体制強化を図る。 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 
 
４款 衛生費 
４項 医薬費                           医療政策課（内線：７２０４） 
２目 医務費                                 （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 財 源 内 訳             
備考 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取方式在
宅療養体制整備
事業 

 
0 

 

 
20,000 

 

 
20,000 

 
20,000 

 
 

  
 

トータルコスト 0 20,792 20,792 （補正に係る主な業務内容） 
新型コロナウイルスに係る緊急時の在宅療養の

円滑な運営 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 

工程表の政策内容 － 
事業内容の説明              

  

１ 事業の目的、概要 

  今後の新型コロナウイルス感染の患者急増により病床及び宿泊療養施設が逼迫する場合に備えるとと 

もに、認知症患者、障がいのある方等住み慣れた住居環境で療養することが望ましい患者等の療養環境 

を整えるため、在宅療養に必要な体制を整備する。 

 

２ 主な事業内容 

新型コロナウイルスに感染し医療機関に入院した者のうち、住み慣れた住居環境で療養することが適

当と認められる者に対して、電話や通信機器、各種衛生機材等を使用して在宅療養できる体制を整備す

る。 

【在宅療養が適当と認められる者】※メディカルチェック後の主治医の判断をもとに保健所長が判断 

・認知症患者、障がいのある方など住み慣れた住居環境で療養することが望ましい患者等 

【在宅療養に必要な体制整備】 

（１）電話やiPadを活用した健康観察及び相談体制、夜間オンコール体制の整備 

（看護協会（訪問看護ステーション）への委託、iPadの購入・運用） 

（２）在宅療養の手引き作成、衛生資機材・パルスオキシメーター・電子体温計など必要な備品等の 

購入 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ・鳥取方式の医療提供体制を整備し、新型コロナウイルス感染者への対応を行う。 

（早期検査→早期入院→早期治療・メディカルチェック） 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 

 

４款 衛生費 

２項 環境衛生費                    くらしの安心推進課（内線：７２８４） 

３目 環境衛生連絡調整費                         （単位：千円） 

事 業 名 補正前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）飲食店巡回体制等強化

事業 0 70,000 70,000 70,000    
 
 

トータルコスト 0 70,792 70,792 
（補正に係る主な業務内容） 
 飲食店等の認証取得の促進及び感染対策の

指導 従事する職員数 0.0 人 0.1 人 0.1 人 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明         【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 

  飲食店等の「新型コロナ安心対策認証店」（※）の認証取得促進のため、感染防止対策の強化に係

る審査・相談及び現地確認体制を拡充する。また、認証後も定期的な巡回指導により、対策維持の徹

底を図る。 
 ※「新型コロナ安心対策認証店」：県版新型コロナウイルス感染拡大予防対策例（ガイドライン）に基づき作成した

新型コロナ感染防止対策チェックリストに沿って、すべての感染防止対策に取り組む事業所を県が審査し認証す

る。 

 

２ 主な事業内容                               

（単位：千円） 

事業名 内    容 予算額 

飲食店巡回体制等

強化事業 

〇外部委託している審査相談員及び現地確認員を増員する。 

内容 当初(4/19～) 拡充後 

審査相談員 12 人 27 人 

現地確認員 15 人 30 人 
 

70,000 

 ※新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費（400,000 千円）の一部で対応中。 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 

 

４款 衛生費 

２項 環境衛生費                    くらしの安心推進課（内線：７２８４） 

３目 環境衛生連絡調整費                         （単位：千円） 

事 業 名 補正前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）第四波対策飲食店等感

染防止強化緊急応援事業 0 100,000 100,000 100,000    
 
 

トータルコスト 0 100,792 100,792 
（補正に係る主な業務内容） 
 飲食店等の認証取得の促進 

従事する職員数 0.0 人 0.1 人 0.1 人 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明         【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 
  飲食店等の新型コロナウイルス感染防止対策の強化に向け、「新型コロナ安心対策認証店」（※）

の認証取得を促進するとともに、感染防止対策に取り組む事業者を支援する。 
 ※「新型コロナ安心対策認証店」：県版新型コロナウイルス感染拡大予防対策例（ガイドライン）に基づき作成した

新型コロナ感染防止対策チェックリストに沿って、すべての感染防止対策に取り組む事業所を県が審査し認証す

る。 

２ 主な事業内容                              （単位：千円） 

事業名 内    容 予算額 

第四波対策飲

食店等感染防

止強化緊急応

援事業 

○認証取得応援金 
  認証取得に向け感染防止対策を講じる事業者へ応援金を支給する。 
[対象事業者] 

県内で認証又は認証取得に取り組む飲食店等を営む事業者  
[支給金額] １店舗あたり 20万円 
 
○認証取得補助金 
  認証取得に向け感染防止対策に必要な経費の助成をする。 
[対象事業者] 

県内で認証又は認証取得に取り組む飲食店等を営む事業者 
[補助対象経費] 
（１）基本的な感染予防 
   手洗い場設置・修繕等 
（２）飛沫感染防止 
   仕切り用アクリル板、パーティション等の設置 
（３）接触防止 
   共有設備の非接触化（手洗い場の自動水栓化、トイレの蓋の自動 

開閉設備）等 
（４）換気機能向上 
   換気設備設置・改修（換気扇の点検・クリーニング含む）等 
[補助上限額]  １店舗あたり 20 万円 
[補助率] 補助率 9/10 

100,000 

※新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費（400,000 千円）で対応中。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
【事業目標】 

飲食店等の認証事業所数 1,000 事業所 
【取組状況・改善点】 
・第四波対策飲食店等感染防止強化緊急応援事業の申請受付は４月 14 日から開始しているが、飲

食店等から認証取得の要望が多いことから、申請期限を５月末から６月末まで延長する。 
・認証取得に係る問合せの急増、飲食店等の定期的な巡回指導を実施するため、審査・相談体制及

び現地指導体制等を拡充する必要がある。 
・第四波対策飲食店等感染防止強化緊急応援事業の申請状況（５月 14 日時点） 

相談件数 ：1,710 件、応援金申請数 ：808 件、補助金申請数 ：535 件 
 ・認証事業所数 192 事業所 うち飲食店 60事業所（５月 14日時点） 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                         観光戦略課（内線：７２３７） 
    １目 観光費                                       （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補 正 計 
財 源 内 訳              

備考 
 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

(新)宿泊事業者新型コ
ロナ感染防止対策事業 

0 300,000 300,000 300,000     

トータルコスト 0 300,792 300,792 （補正に係る主な業務内容） 
 観光需要の回復促進の取組 従事する職員数 0人 0.1人 0.1人 

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 

事業内容の説明       【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 
国補助事業「地域観光事業支援」の支援措置の追加を受け、県内宿泊事業者による感染防止対策及

びワーケーションスペースの設置等の前向き投資への支援を実施し、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けている県内観光地・事業者を応援し、観光需要の回復を図る。 
 

２ 主な事業内容 

区分 内容 予算額 

宿泊事
業者に
よる感
染防止
対策へ
の支援 

県内宿泊事業者が感染拡大防止策の強化等に取り組む経費を支援する。 
 補助率：3/4、補助上限額：7,500千円 
○感染症対策に資する物品の購入経費等 
 ・感染症対策に要するサーモグラフィ等必需品の導入費用 
・感染症対策の専門家による検証費用 等 

○前向き投資に要する経費 
・ワーケーションスペース設置や非接触チェックインシステムの導入等 

300,000 
千円 

 
３ 事業目標・取組状況・改善点 
  新型コロナウイルス感染症の拡大により県内観光産業は非常に厳しい状況に置かれている。 
こうした状況の中、全国の感染状況も勘案しながら、観光需要喚起の取組を実施してきた。 
引き続き、県内観光事業者の意見を伺いながら、県内観光の需要回復を図る。 

  ・#WeLove鳥取キャンペーンPart２（令和2年6月6日～7月12日） 
・ＯＴＡ（楽天、じゃらん）の宿泊クーポンの発行（令和2年7月13日～8月6日） 
・蟹取県ウェルカニキャンペーン（令和2年7月13日～令和3年2月28日） 
・#星取県で星空が見えまスターキャンペーン（令和2年7月17日～8月31日） 
・夏旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年7月23日～9月18日） 
・秋旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年9月19日～11月8日） 
・#WeLove鳥取キャンペーンPart３（令和2年12月7日～令和3年1月11日） 
・新型コロナ対策お楽しみ券応援事業（令和3年2月10日～3月31日） 
・#WeLove山陰キャンペーン（令和3年3月1日～5月31日） 

 

（参考）国補助事業（地域観光事業支援）の概要 
   （現行の補助内容） 
    ・県内宿泊の場合、１人１泊あたり5,000円を上限に宿泊費の半額を補助 
    ・旅行期間を含む飲食、買い物支援を併せて講じた場合、2,000円を上限に支援 
     （飲食店や土産物店で使えるクーポン券の配布など） 
    ・日帰りの観光も同じく１人最大7,000円を補助 
   （追加・延長措置される補助内容）4月23日公表 
    ・県内宿泊、日帰り観光の補助対象期間が令和3年5月31日から12月31日まで延長 
    ・前売り宿泊券や旅行券の発行に対する割引事業への補助 
    ・県内宿泊事業者が行う感染防止対策の強化や前向き投資への補助 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  商工政策課 （ 内線 ： ７２１２ ）
　　１目　商業総務費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 （新）コロナ
禍打破特別応
援金

0 1,000,000 1,000,000  1,000,000

 トータルコスト 0 1,039,605 1,039,605（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 0.0人 5.0人 5.0人申請受付、応援金交付
 工程表の政策内容 ―

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

 １　事業の目的、概要

　新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、飲食、宿泊・観光、交通事業者をはじめ、新型コロナウイ
ルス感染症により経営上の影響を受けた事業者の事業継続を支援するため、事業全般に幅広く活用可能な特別応
援金制度を創設し、県内経済の早期回復と発展を図る。

 ２　主な事業内容

（１）事業継続支援分
対象者 県内中小企業等（個人事業者を含む）

※飲食業、宿泊・観光業、交通業など、新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けた事
　業者。

交付要件以下のいずれにも該当する事業者であること
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が３０％以上減少した事業者であること
・雇用を維持する計画を有する事業者であること
・新しい生活様式のガイドラインへの対応や、新型コロナウイルス安心対策認証店取得など、新型
　コロナウイルス感染症からの回復後を見据えた事業継続を目指す事業者であること

交付額 ①売上規模に応じた応援金（最大４０万円）
　　本年１月～５月の間、任意の３カ月の平均売上額が、前年又は前々年対比で３０％以上減少し
　た事業者に対して、売上規模に応じて２０～４０万円を交付する。

　　売上規模（月平均） 交付額
２０～５０万円 ２０万円
５０～２００万円 ３０万円
２００万円以上 ４０万円

※県内に主たる事業所を置く事業者（個人含む）、複数店舗を有する場合も１事業所とし、上
　記交付額を交付上限とする。
※売上規模はコロナ禍前（前年又は前々年）のものとする。

②認証店取得加算（１０万円）
　　「新型コロナウイルス安心対策認証店」を取得している事業者に対して、１０万円を加算する。
　　（店舗数に応じて加算）

（２）新規創業支援分
対象者 県内中小企業等（個人事業者を含む）
交付要件以下のいずれにも該当する事業者であること

・事業継続期間が３ヶ月以上あること
・雇用を維持する計画を有する事業者であること
・新しい生活様式のガイドラインへの対応や、新型コロナウイルス安心対策認証店取得など、新型
　コロナウイルス感染症からの回復後を見据えた事業継続を目指す事業者であること

交付額 新規創業者に対する応援金（１０万円）
　令和２年４月１日から令和３年５月２４日までに新規創業した者に対して、１０万円を交付する。
　※県内に主たる事業所を置く事業者（個人含む）、複数店舗を有する場合も１事業所とする。

※同特別応援金は、以下の使途など、事業継続を下支えし、事業全般に幅広く活用できるものとして交付する。
　・家賃、光熱費等の固定費、人件費
　・事業継続に向けた各種取組に要する経費（人材育成等の研修実施、新しい生活様式を取り入れるために必要
　　な経費　等）
　・新たな事業展開に向けた各種取組に要する経費（新事業展開のための物品購入に必要な経費、商品・メニュ
　　ー等のＰＲ経費）　など
※第四波対策飲食店等感染防止強化緊急応援事業との併給を可とする。

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　 ＜事業目標＞
　　 今後の事業継続等に向けた取組を支援し、県内経済の早期回復と発展を果たす。　　　
　 ＜取組状況＞
　　 県内企業の事業継続に向け、国制度を補う形で家賃など固定費にも活用可能な支援制度を順次実施してきた。　

支援事業名 支援内容(補助率) 実施時期 支給実績
頑張ろう｢食のみやこ」鳥取県緊急支援事業 上限10万円(10/10) R2.4.24～R3.1.29 2,387件(255,786千円)
新型コロナウイルス克服再スタート応援金 一律10万円 R2.6. 8～R3.1.29 12,594件(1,311,900千円)
新型コロナ克服緊急応援事業 一律10万円 R3.2. 1～R3.3.31※

(飲食店のみ5月末まで)
8,047件(1,004,000千円)

※5/7時点
第四波対策飲食店等感染防止強化緊急応援事
業（認証取得応援金）

一律20万円 R3.4.14～R3.5.31
（5月臨時で延長予定）

598件（124,000千円）
※5/11時点(申請ベース)

　　※新型コロナウイルス安心対策認証店　5/14時点:192事業所(うち飲食店60店舗)→目標:1,000事業所
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 
７款 商工費 

 １項 商業費                                       企業支援課（内線７６５８） 

３目 金融対策費                                          （単位：千円） 

事 業 名
 

補正前
 

補正
 

計 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

新型コロナ克服特別金融支援

事業 
476,427 107,407 583,834 107,407  

 

 
  

ト ー タ ル コ ス ト 485,140 108,199 593,339 (補正に係る主な業務内容) 
制度検討、補助金交付事務、関係機関との調整等 従 事 す る 職 員 数 1.1人 0.1人 1.2人 

工程表の政策目標(指標) 
･県内中小事業者等の経営安定化に向けた資金繰り環境の円滑化を図るための資金制度を構築・運営。 
・新型コロナウイルスによる影響を受けた県内中小事業者等に対する資金繰り支援の充実を図るため、

国や市町村等と協調・連携し資金制度を構築・運営。 

事業内容の説明                     【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】            

１ 事業の目的・概要 

新型コロナウイルス感染症による県内中小事業者等への影響が長期化していることから、無利子無保証料融資（新型コロナウ

イルス感染症対応地域経済変動対策資金）の令和３年度融資実行額を４００億円から５００億円に増額し、申込期間を令和３年

６月末から令和３年９月末まで延長することで、県内中小事業者等への経営安定化等に要する資金調達を支援する。 

２ 主な事業内容 

（１）金融機関への利子補助 ５４，０００千円（合計 ３１６，８００千円） 

（２）鳥取県信用保証協会への保証料補助 ５３，４０７千円（合計 ２６７，０３４千円） 

【新型コロナウイルス感染症対応地域経済変動対策資金制度概要】 

融資枠 ５００億円 

資金使途 運転資金、設備資金、借換資金 

融資上限額 ３億円 

融資期間 １０年以内（据置５年以内含む） 

 

融資利率 

・売上１５パーセント（個人事業主及び鳥取県中部地震被災企業向け資金の借入金を借り換える

事業者の場合は５パーセント）以上減少の場合 

当初５年間０パーセント、６年目以降１．４３％ 

・売上５パーセント以上減少で上記以外の場合等 

当初５年間０．７パーセント、６年目以降１．４３％ 

保証料率 最大１０年間０パーセント 

３ 事業目標・取組状況・改善点  

 ＜事業目標＞ 

県内中小事業者等への経営安定化等に要する資金の円滑な調達の支援を目標とする。 

＜取組状況＞ 

・令和2年1月30日付けで、新型コロナ感染症対応の地域経済変動対策資金発動(利率1.43％、保証料率0.5％程度、融資期間10年) 

・支援内容の拡充 

R2. 2.14  「利率1.43%＋保証料率0.5％程度」 → 「利率0.7％（5年間）＋保証料0％（5年間）」 

R2. 3.18 「利率0.7％（5年間）＋保証料0％（5年間）」→「利率0％（3年間）」 対象：売上高15％以上減少 

R2. 5. 1  国制度を活用し、「利率0％(3→5年）＋保証料0％(5→10年)＋据置期間(3→5年)」へ拡充等 

R2.12.22 申込期限を令和3年3月末まで延長 

R3. 1.29 融資限度額を2.8億円から3億円に拡充 

R3. 3.30 融資申込期間を令和3年3月末から令和3年6月末まで延長 

・融資実績（R3.5.7時点）  

融資実行件数９，４８６件、融資実行額１，７８８億円（令和２年度からの累計） 

 ＜改善点＞ 

・新型コロナウイルス感染症の影響は更なる長期化が想定されるため、引き続き県内事業者等への影響を踏まえながら必要な金融

支援等を行う。 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                           観光戦略課（内線：７２３７） 
    １目 観光費                                        （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補 正 計 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

新型コロナから立ち
上がる観光支援事業 

200,000 900,000 1,100,000 900,000     

トータルコスト 201,584 900,792 1,102,376 （補正に係る主な業務内容） 
 観光需要の回復促進の取組 従事する職員数 0.2人 0.1人 0.3人 

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 

事業内容の説明        

１ 事業の目的・概要 
国補助事業「地域観光事業支援」の対象期間の延長及び支援措置の追加を受け、鳥取・島根両県連

携による「#WeLove山陰キャンペーン」などの実施により、新型コロナウイルス感染症により影響を
受けている県内観光地・事業者を応援し、観光需要の回復を図る。 
 

２ 主な事業内容 

区分 内容 予算額 

観光需
要の回
復促進
の取組 

新型コロナウイルス感染症の状況や国の施策を踏まえながら、機動的に観
光需要回復対策に取り組む。 

（取組の例） 
○＃WeLove山陰キャンペーン 

   山陰両県民が県内の宿泊施設や観光施設、体験型観光メニューなど県内
観光地の魅力の再発見と観光需要の回復を図るための取組を実施する。 

  （山陰両県民が県内の宿泊施設や観光施設、体験型観光メニューを利用
される場合の経費の一部助成など） 

 ○観光事業者・団体による観光需要の回復に向けた取組への支援等 

900,000 
千円 

 ※別途、新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費から500,000千円充当。 
 
３ 事業目標・取組状況・改善点 
  新型コロナウイルス感染症の拡大により県内観光産業は非常に厳しい状況に置かれている。 
こうした状況の中、全国の感染状況も勘案しながら、観光需要喚起の取組を実施してきた。 
引き続き、県内観光事業者の意見を伺いながら、県内観光の需要回復を図る。 

  ・#WeLove鳥取キャンペーンPart２（令和2年6月6日～7月12日） 
・ＯＴＡ（楽天、じゃらん）の宿泊クーポンの発行（令和2年7月13日～8月6日） 
・蟹取県ウェルカニキャンペーン（令和2年7月13日～令和3年2月28日） 
・#星取県で星空が見えまスターキャンペーン（令和2年7月17日～8月31日） 
・夏旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年7月23日～9月18日） 
・秋旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年9月19日～11月8日） 
・#WeLove鳥取キャンペーンPart３（令和2年12月7日～令和3年1月11日） 
・新型コロナ対策お楽しみ券応援事業（令和3年2月10日～3月31日） 
・#WeLove山陰キャンペーン（令和3年3月1日～5月31日） 

（参考）国補助事業（地域観光事業支援）の概要 
   （現行の補助内容） 
    ・県内宿泊の場合、１人１泊あたり5,000円を上限に宿泊費の半額を補助 
    ・旅行期間を含む飲食、買い物支援を併せて講じた場合、2,000円を上限に支援 
     （飲食店や土産物店で使えるクーポン券の配布など） 
    ・日帰りの観光も同じく１人最大7,000円を補助 
   （追加・延長措置される補助内容）4月23日公表 
    ・県内宿泊、日帰り観光の補助対象期間が令和3年5月31日から12月31日まで延長 
    ・前売り宿泊券や旅行券の発行に対する割引事業への補助 
    ・県内宿泊事業者が行う感染防止対策の強化や前向き投資への補助 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料
７款　商工費
　３項　観光費  観光戦略課 （ 内線 ： ７２１８ ）
　　１目　観光費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 （新）新型コ
ロナ対策お楽
しみ券応援事
業

0 50,000 50,000  50,000

 トータルコスト 0 50,792 50,792（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人観光需要の回復促進の取組
 工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信

事業内容の説明

 １　事業の目的、概要

　国補助事業「地域観光事業支援」の支援措置の追加を受け、事業継続のための運転資金に活用するため、宿泊代
金などを前払いする「前売り宿泊券」等を発行し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内事業者を応
援し、観光需要の回復を図る。

 ２　主な事業内容

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた県内の旅館・ホテル、旅行会社等が取り組む「前売り宿泊券」等
を発行する事業を支援する。

対象事業者 県内の旅館・ホテル・旅行会社等
対象経費 前売り宿泊券等の発行にあたってのプレミアム分の経費

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　 　新型コロナウイルス感染症の拡大により県内観光産業は非常に厳しい状況に置かれている。
こうした状況の中、全国の感染状況も勘案しながら、観光需要喚起の取組を実施してきた。
引き続き、県内観光事業者の意見を伺いながら、県内観光の需要回復を図る。

　　・#WeLove鳥取キャンペーンPart２（令和2年6月6日～7月12日）
　　・ＯＴＡ（楽天、じゃらん）の宿泊クーポンの発行（令和2年7月13日～8月6日）
　　・蟹取県ウェルカニキャンペーン（令和2年7月13日～令和3年2月28日）
　　・#星取県で星空が見えまスターキャンペーン（令和2年7月17日～8月31日）
　　・夏旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年7月23日～9月18日）
　　・秋旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年9月19日～11月8日）
　　・#WeLove鳥取キャンペーンPart３（令和2年12月7日～令和3年1月11日）
　　・新型コロナ対策お楽しみ券応援事業（令和3年2月10日～3月31日）
　　・#WeLove山陰キャンペーン（令和3年3月1日～5月31日）

　（参考）国補助事業（地域観光事業支援）の概要
　　　（現行の補助内容）
　　　　・県内宿泊の場合、１人１泊あたり5,000円を上限に宿泊費の半額を補助
　　　　・旅行期間を含む飲食、買い物支援を併せて講じた場合、2,000円を上限に支援
　　　　　（飲食店や土産物店で使えるクーポン券の配布など）
　　　　・日帰りの観光も同じく１人最大7,000円を補助
　　　（追加・延長措置される補助内容）4月23日公表
　　　　・県内宿泊、日帰り観光の補助対象期間が令和3年5月31日から12月31日まで延長
　　　　・前売り宿泊券や旅行券の発行に対する令和３年割引事業への補助
　　　　・県内宿泊事業者が感染防止対策の強化や前向き投資への補助
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料
５款　労働費
　１項　労政費  雇用政策課 （ 内線 ： ７２２９ ）
　　１目　労政総務費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 （新）雇用支
援強化事業

0 6,000 6,000  6,000

 トータルコスト 0 7,584 7,584（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 0.0人 0.2人 0.2人委託事務、補助金審査・交付事務
 工程表の政策内容 ―

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

 １　事業の目的、概要

　新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、不安定な雇用情勢が続いていることから、特に小規模事業者・非
正規労働者を対象として、相談窓口・支援制度の普及啓発を行うなど、相談支援体制の更なる強化を図る。
　また、雇用調整助成金の特例措置等が延長されたことを受け、県内事業者が雇用調整助成金を活用して、雇用
の維持とともに教育訓練によりスキルアップを図る取組を支援することで、地域人材の育成につなげる。

 ２　主な事業内容

概要 予算額
（千円）

１　労働者・経営者相談窓口支援強化事業
　雇用労働に係る相談窓口・各種支援制度等の普及啓発など、相談支援体制の強化を図る。

1,000

２　雇用維持教育訓練経費補助金

（１）補助対象事業
　 新型コロナウイルス感染症の影響により雇用調整助成金の支給決定を受けた教育訓練
　（自社が実施する教育訓練、外部機関が実施する教育訓練への派遣）
〔例〕宿泊・飲食業・・・語学、接客技術、衛生管理、調理技術、栄養学他
　　　製造業・・・ＤＸ、生産管理、品質管理、原価管理、機械加工他

（２）補助対象経費
　 教育訓練に係る次の経費
　 講師謝金、講師旅費、教材費、会場使用料、機器等使用料、受講料、従業員旅費（外部
　 機関実施分へ派遣の場合のみ）、オンライン講座経費（パソコン購入、システム導入等）

（３）実施主体
　 雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴うものに限る。）の支給決定を
　 受けた県内事業者　※解雇を行わなかった場合に該当する者に限る

（４）県補助率・上限額
　 ３分の２以下（上限額：１事業者あたり1,000千円）

5,000

計 6,000

＜雇用調整助成金の特例措置の概要＞　※教育訓練加算額は、中小企業2，400円、大企業1，800円で変更はない。
企業等種別 令和３年４月まで 令和３年５・６月

原則的な措置【全国】 助成率4/5 (10/10)
 上限15,000 円

助成率4/5 (9/10)
 上限13,500 円

地域特例(時短要請への協力事業者)

中
小
企
業 業況特例(前年同期比30％減企業)【全国】

－  助成率4/5 (10/10)
 上限15,000 円

原則的な措置【全国】 助成率2/3 (3/4)
 上限15,000 円

助成率2/3 (3/4)
 上限13,500 円

地域特例(時短要請への協力事業者)

大
企
業

業況特例(前年同期比30％減企業)【全国】
助成率4/5 (10/10)
上限15,000円

助成率4/5 (10/10)
上限15,000円

注：(　)内は解雇等を行わない雇用維持企業への助成率

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　 ＜事業目標＞
　　・新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方の再就職支援
　　・県内事業者のアフターコロナを見据えた地域人材の育成

＜取組状況・改善点＞
R2.4　雇用調整助成金特例措置実施に伴い、「雇用維持教育訓練経費補助金」を創設
R2.5　「新型コロナウイルス　企業・雇用サポートチーム」活動開始
R2.5　県立ハローワーク「ささえあい求人・求職マッチング特別相談窓口」開設
R3.2　雇用調整助成金特例措置延長に伴い、R3.4月以降も交付申請が見込まれるため、R2年度予算の一部
　　　（1,500千円)を繰越
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 
６款 農林水産業費 

１項 農 業 費                       販路拡大・輸出促進課（内線：7828） 

１目 農業総務費                                （単位：千円） 

事 業 名 補正前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）農林水産物消費回復

緊急支援事業 
0 100,000 100,000 100,000    

 

トータルコスト 0 102,376 102,376 （補正に係る主な業務内容） 

 補助金交付事務、委託契約事務 従事する職員数 0.0 人 0.3 人 0.3 人

工程表の政策内容 県外への県産品の販路拡大 

事業内容の説明        【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 
 

１ 事業の目的・概要 
 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、特に影響を大きく受けた米、牛肉、乳製品、鮮魚・カニ等の

農林水産物、農水産加工品等の消費回復・拡大に向け、農林水産業関係団体や事業者が行う販路開拓、

巣ごもり需要等の拡大に合わせた新商品開発等の新たな取組や、需要が落ち込んだ県産品の需要回復

に向けた取組を支援し、県内農林水産物の販売促進と消費回復を図る。 
 

２ 主な事業内容 

（１）農林水産業関係団体に対する支援（補助金）                 （単位：千円） 

項目 内容 予算額 

事業主体 農林水産業関係団体（広域の協議会等を含む） 50,000 

補助率 1/2 

補助上限額 5,000 千円／団体 

補助対象事業 需要が落ち込んだ県産品の消費回復・需要喚起を促す事業 

補助対象経費 商品開発費、販路開拓費、資材費、委託費、保管料、商品発送に係る経

費等、事業実施に係る経費 

取組事例 ・消費回復、拡大に向けた新たな販売促進、販路開拓（鳥取和牛、県産

米消費促進キャンペーン等） 

・巣ごもり需要の獲得を目指した県産農林水産物とその加工品の消費回

復キャンペーン等（DM 発送、送料お得キャンペーン等） 
 

（２）事業者に対する支援（補助金）                      （単位：千円） 

項目 内容 予算額 

事業主体 県産農林水産物及びその加工品の販売を行う事業者（（１）の対象団体を除く） 10,000 

補助対象経費 

及び補助率 

・販売促進費等［補助率 1/2］ 

・県産品等の県内在住者から県外消費者への送付経費[補助率 1/2、上限

500 円/1 配送] 

 ※商品発送時に県産農林水産物等の PR チラシ等の同封が条件 

補助上限額 200 千円／事業者 

補助対象事業 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が行う巣ごもり需要

の獲得を目指す取組 

取組事例 巣ごもり需要の獲得を目指した県産農林水産物とその加工品の消費回

復キャンペーンや販売促進（DM 発送、送料お得キャンペーン等） 
 

（３）県内消費回復に向けた取組（県実施）                   （単位：千円） 

項目 内容 予算額 

県内での需要 

回復 

Go To Eat 食事券の発行など県内飲食店の需要回復に向けた取組 

（販売：5月末→7月末、利用：6月末→8月末まで延長） 

※新型コロナ感染状況を踏まえて実施 

40,000 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ○事業目標：新型コロナウイルス感染症の影響で需要が落ち込んだ県産品の消費回復・需要喚起策に

取り組む。 

 ○取組状況：令和２年度から、需要が落ち込んだ県産品の消費回復・需要喚起策に取り組んできた。 

 ○改 善 点：予期しない長期の消費低迷に対し、農林水産業関係団体と事業者等が一緒になって県産

品の消費回復に向けた取組を行う。 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 
２款 総務費 
 ２項 企画費                        女性活躍推進課（内線：７０７５） 
    １目 企画総務費                                    （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補 正 計 
財 源 内 訳              

備考 
 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）コロナ禍における
「生理の貧困」対策事業 

0 3,000 3,000 3,000   0  

トータルコスト 0 3,792 3,792 （補正に係る主な業務内容） 
 補助金業務、委託契約事務等 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明     【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 
 
１ 事業の目的・概要 

 
経済的な理由で生理用品を買うことができない、または買い控えるといった、いわゆる「生理

の貧困」が、コロナ禍による影響や当事者が声を上げにくい風潮によって、全国的に深刻化し、
社会的な問題となっている。 

  この「生理の貧困」への対策として、市町村の必要な方に生理用品を届けようとする取組等を
後押しするとともに、社会における生理をはじめとした女性の「こころ」と「からだ」について
の理解促進を図る。 

 
 
２ 主な事業内容 
  
（１）「生理の貧困」対策補助金 

   市町村が実施する生理用品の無償配布等に係る経費の一部を補助する。 
【対象】 市町村 
【対象経費】 経済的な理由等で生理用品が買えない女性への生理用品の無償配布等に係る

経費（生理用品の購入費、発送料、引換券等印刷費、配布委託料 等） 
【対象期間】 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 
【補助率】 １／３  
【上限額】 ２００千円 

 
（２）女性の「こころ」と「からだ」についての普及啓発 

女性の「こころ」と「からだ」の特性に関する理解を促進するため、地域、企業等に対して
普及啓発を行う。 
・男女共同参画センターでのセミナー、出前講座、啓発パネル展示 
・県内企業の経営者等に対する研修会 
・教育現場における性と生殖に関する学習・講演会 
・各種広報媒体による情報発信 

 
 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 

・ 経済的な理由等で生理用品を買うことができない女性に生理用品を配布することで、必要な支

援につなげるためのきっかけづくりとする。 

・ 生理をはじめとする女性特有の健康課題等について声を上げづらい風潮を打破するため、社会

における女性の「こころ」と「からだ」への理解の促進を図る。 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料 

３款 民生費 

  １項 社会福祉費                        福祉保健課（内線：７８５９） 
１目 社会福祉総務費                            （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）生活福祉資金

緊急貸付事業 0 970,000 970,000 970,000    
 

トータルコスト 0 970,792 970,792 （補正に係る主な業務内容） 

補助金交付事務等、関係機関との調整 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

低所得者、離職者等に対し、必要な資金の貸付と相談支援を行う生活福祉資金貸付事業について、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への対象拡大に伴い、貸付件数が増加しているため、実施主体であ

る社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会に対し、貸付原資を補助する。（国庫補助10／10） 

２ 主な事業内容 

（１）補助金名 
    生活福祉資金貸付事業補助金 
 （２）補助対象事業 

資金の種類 資金の内容 
緊急小口資金 休業等により収入が減少した世帯に対する緊急かつ一時的な貸付 
総合支援資金 収入の減少や失業等の状態にある世帯に対する生活費用の貸付 

 （３）実施主体 
    社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、従来の低所得世帯への貸付に加え、新型コロナウイルスの影響

を受けた休業等による収入の減少で、一時的な貸付が必要となった世帯にも対象が拡大されるとともに、こ

の特例貸付の受付期間を当初の令和２年７月末から、順次、９月末、12月末、令和３年３月末、現在は６月

末に再延長された。 

  【特例貸付決定状況（５月13日時点）】 

   ・緊急小口資金 2,947件（貸付額 500,690千円） 

・総合支援資金 4,125件（貸付額2,208,847千円） 

   計    7,072件（貸付額2,709,537千円） 

（参考）貸付原資残額 

・貸 付 原 資 額：3,443,343千円 

  既 存 原 資 額： 672,343千円 

 Ｒ２年度措置額：2,771,000千円 

    ・既 貸 付 総 額：2,709,537千円（7,072件）（５月13日時点） 

    ・原 資 残 額： 733,806千円 
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令和３年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料
２款　総務費
　１項　総務管理費  財政課 （ 内線 ： ７０４６ ）
　　１目　一般管理費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 新型コロナウ
イルス感染症
緊急事態対策
調整費

2,000,000 1,000,000 3,000,000  1,000,000

 トータルコスト 2,000,792 1,000,792 3,001,584（補正に係る主な業務内容）

 従事する職員数 0.1人 0.1人 0.2人
 新型コロナウイルス感染症緊急事態調整費の執行に係る事務処
理

 工程表の政策内容 －

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

 １　事業の目的、概要

　新型コロナウイルス感染症の状況や県内経済動向が日々変化する中で、県民や県内経済が直面する課題に対し
て、必要な対策を早急に講じるため、枠予算を増額する。

所要額：1,000,000千円

（参考：調整費の充当状況　５／１９時点）
　1,313,800千円

 ２　事業目標

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い緊急に対応する必要がある場合、機動的な対応を行う。
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